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凡
　
例

一
、
本
文
書
目
録
は
、
長
野
市
立

博
物
館
所
蔵

の
、
「更
級

郡
今
井
村
小
林
家

文
書

」
の
も

の
で
あ
る
。

一
、

こ
こ
に
収
録
し
た
小
林
家

文
書

は
、
昭
和

五
六
年
に
長
野
市

川
中
島

町
今
井

の
故

・小
林
久
吾
氏
よ
り
長

野
市
立
博
物
館

に
寄
贈
さ

れ
た
も

の
で
あ

る
。

　

な
お
、
平
成
三
年

に
は
、
同

家
よ
り
未
整

理
分

の
資

料
が
寄
託
さ
れ
た
。

一
、
本

文
書

目
録
は
項
目
に
分
類

し
た

の
ち
、
年
代
順
に
な
ら
び

か
え

て
い
る
。

一
、
資
料

に
付
さ
れ
た
番
号
は
、

現

・
筑
波
大
学
　
佐
藤
常
雄
氏
に
よ

っ
て
整

理
さ
れ
た
番
号
を
用

い
て
い
る
。
な

お
、

こ
の
整

理
の
際
、

一
枚
文
書
と

　

冊
子
も

の
と
に
そ
れ

ぞ
れ
番

号
が
付
さ

れ

て
い
る
た
め
、
重
複
す

る
番
号
が
あ
る

の
で
、

一
枚

も

の
に

つ
い
て
は
頭
に

A
を
、
冊

子
も

の
に
は
B

　

を
、
絵
図
に
は
C
を
、
そ
れ

ぞ
れ
番

号
の
う
え

に
付

し
て
い
る
。

一
、
資
料
は
近
世
文
書
か
ら
、
明

治
時
代
の
村
政

関
係

文
書
ま

で
含
む
。

一
、
目
録
中
、
文
書

の
表
題
は
原

文
書

の
表
題
を
そ

の
ま
ま
採
用
し
た
場
合
と
、
適
宜
編
者

が
付
し
た

場
合
と
が
あ
る
。
後
者

の
場
合

に
関
し
て
は
表
題

　
　
に

(　
　
　

)
を
付
け

て
区
分
し
た
。

一
、
本
目
録
作
成

に
あ
た

っ
て
は

、
柳

沢
隆
雄

・
島

田
和

・
岡
藤
せ

つ
よ

・
青
木
茂
子

・
岡
沢
由
往

の
諸
氏
が
古
文
書

の
解
読
に
あ
た
り
、

こ
れ
を

も
と

　
　
に
当
館
職
員

・
楠
川
百
年
が

カ
ー
ド
記
入
を
行
な

い
、
当
館
学
芸
員

・
原

田
和
彦

が
カ
ー
ド
の
分
類

・
目
録

の
編
集

を
行
な

っ
た
。



　
解
　
題

一
、
今
井
村
に
つ
い
て

　
今
井
村
は
、
現
長
野
市
川
中
島
町
今
井
地
籍
を
ほ
ぼ
さ
し
て
い
る
。

　
今
井
村

の
地
名
の
由
来
は
、
木
曽
義
仲
の
乳
母
子
中
原
兼
棟
の
子
、
今
井
兼
平
が
こ
の
地
に
館
を
構
え
た
と
い
う
伝
承
に
よ
る
.
現
在
で
も
こ
の
伝
承
に
基
づ
き
、
今
井
兼
平
の

墓

・
兼
平
の
菩
提
寺
で
あ
る
切
勝
寺
が
存
在
す
る
。

　
江
戸
時
代
の
初
期
、
元
和
年
中
か
ら
川
中
島
は
上
田
藩
領
と
な
り
、
当
初
は
紬
石
氏
な
ど
が

こ
の
地
を
支
配
し
て
い
た
。
宝
永

三
年
、
仙
石
氏
に
代
わ

っ
て
上
田
藩
に
松
平
忠
周

が
入
る
と
、
今
井
村
も
上
田
藩

・
松
平
氏
の
飛
び
地
と
な
る
、
『小
林
家
文
書
』
の
中
に
は
こ
の
仙
石
氏
か
ら
松
平
氏
に
領
主
が
代
わ
る
宝
永

三
年
、
領
地
替
に
際
し
て
作
ら
れ
た
諸

文
書
群
が
多
く
存
在
す
る

(た
と
え
ば
、
A

一
三
〇
九

・
A
二
四
〇

・
B
三

一
二

・
B
三

一
三

・
B

一
一
九
九

・
B

一
一
七
九
な
ど
)
。

　
享
保
二
年
、
松
平
忠
周
が
京
都
所
司
代
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
川
中
島
八
カ
村
は
幕
府
領

(
天
領
)
と
な
る

(A
四
〇

一
な
ど
)
。
享
保
十
三
年
、
忠
周
が
死
去
す
る
と
か
わ

っ

て
そ
の
息
子
の
忠
愛
が
家
督
を
譲
ら
れ
る
。
享
保
十
五
年
、
忠
愛
は
弟
の
忠
容
に
川
中
島

一
万
石
の
半
分
の
五
千
石
を
知
行
所
と
し
て
分
与
し
た

(『更
級
埴
科
地
方
誌
』　

第
三
巻

　
近
世
下
)。
た
だ
し
、
こ
れ
に
も
諸
説
が
あ
り
、
『寛
政
重
修
諸
系
譜
』
に
よ
れ
ば
享
保
十
三
年
に
忠
容
が
分
知
を
う
け
た

こ
と
に
な

っ
て
い
る

(鬼
頭
康
之

『信
州
塩
崎
知
行
所

の
貢
租
に

つ
い
て
」　

『信
濃
』
三
〇
－
三
　

一
九
七
八
)
。
ま
た
、
小
林
家
文
書

の
A
七
六
三
に
よ
れ
ば
、
『享
保
十
六
亥
年
右
御
高
之
内
五
千
石
、
御
先
代
松
平
民
部
少
輔
様
御
分

知
と
相
成
り
、
右
村
々
御
高
、
三
千
石
塩
崎

村

・
御
高
千
百
十
二
石
今
井
村

・
御
高
八
百
八
十
八
石
上
氷
鉋
村
、
三
ケ
村
合
五
千
石
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
史

実
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
が
参
考
ま
で
に
掲
げ
て
お
く
。
こ
の
時
を
も

っ
て
塩
崎
知
行
所
が
お
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
塩
綺
知
行
所
に
属
し
た
村
は
、
今
井
村
を
は
じ
め
と
し
て
、

塩
崎
村

・
上
氷
鉋
村

・
中
氷
鉋
村

(分
郷
)

が
あ

っ
た
。

　
今
井
村
の
概
要
に

つ
い
て
は
以
上
で
あ
る
が
、
人

口
の
動
態
等
緻
密
な
研
究
は
す
で
に
鬼
頭
康
之
氏
に
よ

っ
て
な
さ
れ

て
お
り
、
詳
し
く
は
そ
ち
ら
に
譲
り
た
い

(鬼
頭
康
之

『川

中
島
今
井
村
の
変
遷
』
『長
野
』
五
八
号
　

一
九
七
四
年
)
。
た
だ
特
筆
す
べ
き
は
.
塩
崎
知
行
所
に
お
け
る
割
番
役
を
、
代
々
今
井
村
の
庄
屋

(名
主
)
が
踏
襲
し
て
き
た
こ
と
で

あ
る

(
こ
の
点
は
後
述
)
。
ま
た
、
塩
崎
知
行
所
に
お
け
る
在
地
支
配
機
構
に

つ
い
て
鬼
頭
氏
は
次
の
よ
う
な
機
構
図
を

つ
く
ら
れ

て
い
る
。

領
主
(江
戸
)

陣
屋
代
官

下
郷
割
番

上
郷
割
番

今
井
村
庄
屋

上
氷
鉋
村
庄
屋

下
氷
鉋
村
庄
屋

塩
崎
村

長
谷
郷
庄
屋

中
郷
庄
屋

北
郷
庄
屋

-
－
1
1
5
－



　
こ
の
よ
う
に
、
塩
崎
知
行
所
は
、
「上
郷
」
「下
郷
」
に
わ
け
ら
れ
、
今
井
村
は

「下
郷
」
に
属
し
て
い
た
。
ま
た
、
割
番
は
原
則
と
し
て
二
名
お
か
れ
て
お
り
、
「上
郷
」

一
人

・

「下
郷
」

一
人
の
割
合
で
任
命
さ
れ

て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
鬼
頭
氏
が
断
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
江
戸
後
期
の
状
態
で
あ

っ
て
、
分
知
後
間
も
な

い
頃
と
思
わ
れ
る
史
料

(小
林

家
文
書
A
七
七
七
)
で
は
、
今
井
村
小
林
吉

右
衛
門

・
上
氷
鉋
村
東
福
寺
与
平
次
を
さ
し
て
、
「右
両
人
儀
、
吟
味

の
上
、
御
分
知
以
来
四
ケ
年
の
割
番
役
申
付
相
勤
候
処
」
と
記
さ

れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
こ
の
原
則
は
分
知
後
す
ぐ
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
な

い
こ
と
が
わ
か
る
。
(な
お
、
塩
崎
村
に
関
し
て
は
、
分
郷
が
町
組

・
角
間
組

・
山
崎
組

・
平
久

保
組

・
篠
野
井
組
に
分
け
ら
れ
て
お
り
、
各
々
に
庄
屋
が
お
か
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
－

B
三
九
六
)

二
、
小
林
家
文
書
の
特
質

　

(
一
)　

小
林
家
文
書
概
略

　
小
林
家
文
書
は
そ
の
存
在
が
夙
に
知
ら
れ
て
お
り
、
多
く
の
地
方
誌
に
採
訪
さ
れ
て
い
る
。
小
林
家
は
代
々
今
井
村
の
庄
屋
、
割
番
役
を
勤
め
て
お
り
、
こ
う
し
た
関
係
か
ら
こ

の
文
書
群
中
に
は
今
井
村
に
関
す
る
も
の
の
ほ
か
、
割
番
役
に
関
わ
る
も
の
も
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

　
今
井
村
に
お
け
る
村
内

の
職
務
分
掌
に

つ
い
て
は
次
の
史
料
が
的
確
に
示
し
て
い
る
。
(A
三
七
七

・
長
野
県
史
近
世
史
料
編
第
七
巻

(
二
)

一
二

一
号
文
書
)

　
　
　
　
乍
恐
以
書
附
御
請
奉
申
上
候
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

一
長
百
姓
与
申

ハ
村
目
付
也
、
村
方
役
人

・
小
前
之
者
善
悪
共

二
見
聞
出
ス
役
人
也
、　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　

－1
1
6
－

　
　

一
組
頭
与
申
者
村
内
組
ヲ
立
置
、
組
下
小
前
之
善
悪
相
糺
上
納
取
集
メ
、
其
外
何
二
よ
ら
す
郡
役
儀
等
申
付
候
役
人
也
、

　
　

一
庄
屋
与
申
ス
者
村
内

一
円
二
引
請
世
話
い
た
し
、
上
納
等
組
頭
江
申
し
附
組
頭
よ
り
為
取
立
、
其
外
御
用
人
高
割
何

二
よ
ら
す
皆
組
頭
江
申
付
取
り
計
せ
候
役
人
也

　
　

一
割
番
与
申
者

ハ
右
村
々
之
触
頭
也
、
上
納
物
其
外
何
二
よ
ら
す
万
事
万
端
割
出
し
世
話
い
た
し
、
上
納
物
庄
屋
よ
り
取
集
メ
御
代
官
所
江
持
参
い
た
し
、
郷
手
代
立
会
之
上

　
　
　
相
納
可
申
候
事

　
　

一
諸
願
出
入
等
之
儀
小
前
よ
り
相
願
候

ハ
ゝ
組
頭
取
継
、
得
与
願
之
趣
相
糺
可
成
丈
ケ
利
解
申
聞
、
御
厄
介

二
不
相
成
候
様
取
扱
可
申
候
、
極
々
不
得
止
事
義
二
候

ハ
ゝ
、
取

　
　
　
継
庄
屋
方
江
差
出
可
申
候
、

　
　

一
庄
屋
方
江
願
書
組
頭
よ
り
差
出
候

ハ
ゝ
、
猶
又
組
頭
与
評
議

い
た
し
、
願
人
呼
出
得
与
利
解
申
聞
、
成
丈
ケ
和
談
い
た
し
候
様
取
扱
可
致
候
、
其
上
是
悲
々
相
願
度
申
候

ハ
ゝ
、

　
　
　
庄
屋

・
組
頭
名
印
致
割
番
江
差
出
可
申
候
、

　
　

一
割
番
江
願
書
庄
屋
よ
り
差
出
候

ハ
ゝ
、
又
々
割
番
元
二
而
相
改
庄
屋
与
申
談
事
、
割
番
工
風
ヲ
以
利
解
申
聞
取
計
方
茂
可
有
候
、
是
以
手
段
無
之
候

ハ
ゝ
割
番
奥
書
印
形
い

　
　
　
た
し
、
願
村
役
人
江
相
渡
、
願
村
庄
屋

・
組
頭
之
内
二
而
郷
手
代
迄
差
出
可
申
候
、

　
　

一
右
願
書
郷
手
代
請
取
御
代
官
迄
差

出
可
申
候
、

　
　

一
惣
而
諸
願
之
儀
直
願
与
申
儀
不
相
成
候
間
、
小
前

一
同
心
得
違
無
之
様
可
申
付
候
、



　
　

一
小
前
遠
方
江
他
出
又
者
抜
ケ
参
宮
い
た
し
候
共
、
村
役
人
よ
り
届
ケ
書
手
代
江
差
出
、
手
代
よ
り
御
代
官
江
差
出
可
申
候
、
届
ケ
無
之
候
而
遠
方
江
罷
出
候
儀
不
相
成
候
、

　
　
　
村
役
人
之
儀
者
猶
更
遠
方
江
罷
出
候

ハ
ゝ
願
書
ヲ
差
出
、
其
上
聞
届
ケ
之
上

二
而
罷
出
可
申
候
、

　
　

一
村
方

一
統
耕
作
濃
業
渡
世
大

一
二
出
情
い
た
し
、
上
納

・
諸
役
儀
村
役
所
よ
り
申
附
候

ハ
ゝ
、
日
限
通
り
無
間
違
差
出
し
可
申
候
、

　
　
右
者
此
度
　
御
仕
法
御
改

二
付
、
前
書
之
通
り
被
　
仰
渡
、
小
前

一
統
江
申
聞
候
所
承
知
奉
畏
候
、
依
之
乍
恐
御
請
書
奉
差
上
候
、
以
上
、

　
　
　
　

文
政
三
辰
年
五
月

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(後
略
)

　

こ
の
史
料
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
長
百
姓

・
組
頭

・
庄
屋

・
割
番
は
そ
れ
ぞ
れ
各
々
に
付
さ
れ
た
職
掌
を
も
ち
、
こ
う
し
た
組
織
構
造
の
な
か
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
村

の
文
書
が

作
ら
れ
て
い
た
。
殊
に
願
書
に
関
し
て
は
厳
し
い
規
定
が
あ
り
、
小
前
か
ら

の
願
書
提
出
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
段
階
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
組
頭
に
お
い
て
吟
味
さ
れ
、
そ
の
後
、
庄

屋

へ
、
庄
屋
に
て
吟
味
さ
れ
割
番
に
出
さ
れ
、
そ
の
後
初
め
て
郷
手
代
に
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
事
実
は
必
然
的
に
残
存
す
る
文
書
に
も
影
響
を
与
え

て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
願
書
の
う
ち
、
庄
屋
に
あ
て
た
願
書
と
、
割
番
に
あ

て
ら
れ
た
願
書
で
は
そ

の
吟
味
段
階
が
違
う
の
で
あ
り
、
必
然
的
に
内
容
に
変
化
が
あ
ら
わ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
庄
屋
が
差

し
出
し
た
も
の
と
、
割
番
が
差
し
出
し
た
も
の
と
で
は
ま
た
そ
の
内
容

が
違

っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。
今
回
の
目
録
作
成
に
あ
た

っ
て
、
こ
う
し
た
点
を
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
は
あ

っ
た
。
し
か
し
、
従
来
の
分
類
に
は
こ
う
し
た
配
慮
が
な
さ
れ
て
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
ら
ず
、
こ
の
点
は
目
録
作
成
の
限
界
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

こ
う
し
た
事
実
を
目
録
と
い
う
方
法
で
伝
え
る
こ
と
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
今
後
具
体
的
に
事
象
に
あ
た
　
　

－1
1
7
－

る
こ
と
で
こ
の
点
の
検
証
が
必
要
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。　

な
お
、
本
目
録
を
使
用
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
こ
う
し
た
点
も
考
慮
に
入
れ
て
使
わ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
。

　
　

(
二
)
小
林
家
に

つ
い
て

　

小
林
家
文
書
お
よ
び
過
去
帳
か
ら
わ
か
る
小
林
家
の
系
図
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
(明
治
以
前
に
限

っ
た
。
小
林
家
文
書
に
よ

っ
て
確
認
で
き
る
名
前
に
は
＊
が
付

い
て
い
る
)

　
　

一
代

　

　

　

　

　
二
代

　

　

　
三
代

　

　

＊
四
代

　

　

　

　

五
代

　

　

　
　
＊
六
代

　

　

　
　
＊
七
代

小
林
吉
右
衛
門
　

七
兵
衛
　

七
兵
衛
　

吉
右
衛
門
　

吉
右
衛
門
　

七
兵
衛

　

　

吉
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(～
寛
延
三
)　
　
　
　
　
　
　
　

　　

(～
天
明
六
)　
　

(～
文
化
六
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
妻
　
お
ろ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　

妻
　
お
ち
よ

　
　
　
＊
八
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＊
九
代
　
　
　
　
　
　
　
　
　＊
十
代

　
吉
右
衛
門

(常
八

・
翁
助

・
珍
義
)
　

吉
右
衛
門

(椿
太
郎
？
)　
　
　

吉
右
衛
門

(省
吾

・
居
敬
)

　
　
　

(～
天
保
十
)　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(～
天
保
二
)　
　
　
　
　
　
　

(～
大
正
二
)



　
小
林
家

の
来
歴
は
不
祥
で
あ
る
が
、
も
と
も
と
は
武
士
で
あ

っ
た
が
、
大
阪
城
が
落
城
す
る
と
と
も
に

一
族
と
も
に
こ
の
地

へ
移
り
住
ん
だ
と
伝
え
る
。
ま
た
、
八
代
の
小
林
翁

助

(お
う
す
け
)
は
小
県
郡
滋
野
村
か
ら
今
井
村
小
林
家
に
養
子
に
は
い
っ
た
人
物
で
、
千
曲
川
用
水
路
を
開
く
に
あ
た

っ
て
尽
力
し
た
人
物
で
あ
り

(
A
三
九
二
ほ
か
)
、
か

つ
、

江
戸
に
で
て
天
保
銭
鋳
造
の
際
に
関
与
も

し
て
い
る

(B

一
二

一
九
)
。

　
十
代
の
省
吾

(せ
い
ご
)
は
、
小
林
家

に
と

っ
て
、
あ
る
い
は
、
小
林
家
文
書
が
現
在
に
伝
わ
る
上
で
、
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
人
物
と
い
え
る
。
省
吾
は
川
中
島
四
ツ
屋
の

中
沢
家
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
嘉
永

三
年
に
当
時
廃
絶
し
た
小
林
家
に
養
子
と
し
て
迎
え
ら
れ

て
い
る
。
幕
末
、
天
保
年
間
に
小
林
家
が
廃
絶
し
た
理
由
は
不
祥
で
あ
る
が
、

九
代
が
若
く
し
て
こ
の
世
を
去

っ
た

こ
と

に
よ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
小
林
家
断
絶
後
は
、
坂

口
済
右
衛
門
が
こ
の
小
林
家

の
世
話
を
し
て
い
た
よ
う

で
あ
る

(な
お
、
こ
う
し
た

理
由
か
ら
か
未
整
理
分

の
な
か
に
こ
の
坂

口
済
右
衛
門
の
関
係
史
料
が
多
く
存
在
す
る
)
。こ
の
小
林
家
が
財
産

ひ
と

つ
も
た
な

い
よ
う
に
な

っ
た

こ
と
や
、
省
吾
に
よ
り
小
林
家
が

再
興
さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
省
吾
自
信
が
晩
年
記
し
て
い
る

(B

一
二
七
七
)
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
史
料
は
あ
ま
り
多
く
見
受
け
ら
れ
な

い
が
、
省
吾
が
小
林
家
に
は
い
る
と
同

時
に
、
そ
の
格
式
を
整
え
る
な
ど

(B
三
四
四
)
か
ら
、
そ
の

一
端
が
わ
か
る
。

　
省
吾
の
行
な

っ
た
小
林
家
復
興
の
ひ
と

つ
と
し
て
、
文
書
群
の
確
認
作
業
が
あ
げ
ら
れ
る

(B
六
〇
九
)
。
こ
れ
は
村
役
の
引
継
ぎ
に
関
わ
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
を
み
る
か

ぎ
り
小
林
家
文
書
の
整
理
作
業
を
手
懸
け

て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
大
量
な
古
文
書
が
小
林
家
に
残
さ
れ
た

の
は
、
小
林
家
廃
絶
後
に
そ

の
維
持
管
理
を
勤
め
た
坂
口
済
右
衛
門
や
、

そ
れ
を
受
け
継
い
だ
小
林
省
吾
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
他
に
、
省
吾
は
そ
の
後
、
寺
子
屋
の
師
匠
を
勤
め
、
戸
長

・
村

会
議
員

・
中
津
村
村
長
を
勤
め
る
な
ど
、
今
井
村
の
中
心
人
物
で
あ

っ
た

こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－11
8
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
、
本
目
録

の
分
類
に
つ
い
て

　
小
林
家
文
書
を
目
録
化
す
る
に
あ
た

っ
て
は
、
従
来
の
項
目
分
類
を
尊
重
す
る
か
た
ち
で
行

っ
た
。

　
小
林
家
文
書
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
小
林
家
が
代
々
勤
め
た
役
が
、
庄
屋
の
み
な
ら
ず
割
番
役
も
勤
め
て
お
り
、
こ
の
た
め
、
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
る
資
料

に
も
さ
ま
ざ
ま
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。

こ
の
た
め
、
ま
ず
第

一
に
考
え
ら
れ
る
分
類
方
法
と
し
て
こ
う
し
た
役
職
別
に
よ
る
分
類
方
法
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
た
だ
、
「割
番
庄
屋
」

な
ど
と
で
て
く
る
も
の
に

つ
い
て
ど

の
よ
う
な
評
価
を
与
え
る
か
は
問
題
が
あ
り
、

こ
の
分
類
方
法
で
は
不
十
分
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　
今
回
の
分
類
方
法
は
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
従
来
の
分
類
に
則
る
よ
う
な
か
た
ち
で
行
う

こ
と
と
し
た
。

　
A
支
配
の
項
で
は
、
代
々
の
今
井
村
支
配
に
関
す
る
資
料
を
お
さ
め
て
い
る
。

こ
の
う
ち
、
明
治
新
政
府
後
の
布
告
類
も
こ
の
中
に
分
類
し
て
い
る
が
、
以
降
も
問
題
と
な
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
世
文
書
の
分
類
項
欝

の
な
か
に
、
近
現
代
文
書
の
分
類
を
あ
て
た
と
こ
ろ
に
難
点
が
生
じ
て
い
る
。

　
B
土
地
の
項
に
は
、
土
地
台
帳
の
類
を
中
心
に
分
類
し
た
。
こ
の
う
ち
、
「質
地
証
文
」
な
ど
は
、
土
地
の
移
動
と

い
う
小
項
を
も
う
け
て
分
類
し
て
い
る
。
ま
た
、

こ
こ
に
も
、

明
治
新
政
府
以
降
の
土
地
に
関
し
た
資
料
を
い
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は
、
地
租
改
疋
に
関
し
た
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、
近
世
を
通
し
て
今
井
村
内

に

あ

っ
た
原
村

の
飛
び
地
を
今
井
村

へ
編
入
す
る
と
き
の
文
書
群
も
こ
の
中
に
分
類
し
て
あ
る
。

　
C
貢
租

・
課
役
の
項

で
は
、
年
貢
徴
収
に
関
す
る
諸
資
料
を
い
れ
て
い
る

(鬼
頭
康
之

「信
粥
塩
崎
知
行
所
の
貢
租
に
つ
い
て
ー
旗
本
財
政
究
明
の
基
礎
作
業
と
し
て
ー
」
『信
濃
』



三
〇
ー
三
　

一
九
七
八
年

・
同

「松
平
知
行
所
に
お
け
る
長
州
征
伐
調
達
金
ー
川
中
島
今
井
村
の
場
合
ー
」
『長
野
』
七

一
号
　

一
九
七
七
年
)
。
た
だ
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の

は
、
組
別
の
夫
銭
帳
を

こ
こ
に
入
れ
ず

に
、
次
の
D
村
の
項
の
な
か
に
入
れ
て
お
り
、
村
入
用
夫
銭
帳
と

一
緒

の
分
類
と
な

っ
て
い
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
明
治
以
降
に
成
立

し
た
中
津
村

の
村
税
に
関
す
る
村
議
会
議
案
等
も
こ
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
。
明
治
期
の
村
政
に
関
す
る
資
料
と
し
て
重
要
な
も
の
と
い
え
る
。

こ
の
点
を
留
意

い
た
だ
き
た
い
。

　
D
村
の
項
に
は
、
村
政
に
関
係
し
た
も
の
を
お
さ
め
て
い
る
。

こ
の
な
か
は
、
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
願
書
の
出
し
方
に
も
い
く

つ
か
の
段
階
が
あ

っ
た

(A
三
七
七
)
と
い
う

認
識
の
も
と
、
①
村
役
人
に
あ
て
た
願
書

・
②
村
役
人
か
ら
役
人

(郷
手
代
、
あ
る
い
は
代
官
)
に
出
さ
れ
た
も
の
と
を
区
分
し
て
い
る
。

ま
た
こ
れ
と
は
別
に
、
村
入
用
夫
銭
帳

と
と
も
に
、
組
別
夫
銭
帳
も
分
類
し
て
お
り
、
問
題
を
残
し
て
い
る
の
で
ご
注
意
願
い
た
い
。

　
E
戸
口
の
項
に
は
、
戸
籍
等
に
関
し
た
も

の
を
い
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
婚
姻
な
ど
に
よ

っ
て
人
が
移
動
す
る
場
合

の
文
書
群
を
、
人
の
移
動
と

い
う
小
項
を
も
う
け
て
整
理

し
た
。

　
F
治
安
訴
訟
の
項
で
は
、
盗
難
届
け
、
訴
訟
関
係
を
い
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
夙
に
著
名
な
も
の
と
し
て
、
宝
歴
年
間
の
桝
騒
動
の
資
料
が
あ
る
。
(鬼
頭
康
之

「信
州
塩
崎
知

行
所
桝
騒
動
」
『
長
野
』

一
一
四
号
　

一
九
八
四
年
)

　
G
救
恤

の
項
に
は
、
囲
籾
な
ど
に
関
す
る
資
料
を
中
心
に
し
て
い
る
。

　
H
用
水

の
項
で
は
、
川
中
島
三
堰
に
関
す

る
資
料
を
い
れ

て
い
る
。

こ
の
中
に
は
、
三
堰
を
示
し
た
絵
図
な
ど
が
多
く
お
さ
め
ら
れ
て
お
り
重
要
と

い
え
る
。
ま
た
、
堰
の
改
修

な
ど
の
資
料
も
あ
り
、
堰
の
歴
史
を
語
る
う
え
で
重
要
な
資
料
の

一
つ
に
数
え
ら
れ
よ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
I
交
通
の
項
で
は
、
特
に
国
道
改
修
な
ど

の
資
料
を
お
さ
め
て
い
る
。　
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1
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J
経
済

・
産
業
の
項
で
は
、
入
会

に
関
し
た
資
料
、
作
間
渡
世
に
関
し
た
資
料
、
酒
造
に
関
し
た
資
料
を
い
れ
て
い
る
。

　
K
金
融
の
項
に
は
、
お
も
に
無
尽

・
借
用

証
文
に
関
し
た
資
料
を
お
さ
め
て
い
る
。

　
L
宗
教

の
項
に
は
、
切
勝
寺
、
今
井
神
社

を
中
心
と
し
た
資
料
を
お
さ
め
て
い
る
。

　
M
学
校

・
学
事
の
項
に
は
、
保
祐
学
校
を
は
じ
め
と
し
て
、
諸
学
校
に
関
す
る
資
料
を
中
心
に
し
て
い
る
。

　
N
家

の
項
に
は
、
小
林
家
に
関
す
る
私
的
な
文
書
群
を
お
さ
め
た
。

こ
の
よ
う
な
分
類
方
法
を
と

っ
た
が
、
こ
れ

が
分
類
方
法
と
し
て
最
善
な
も
の
か
は
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
こ
の
目
録
を
作
成
す
る
に
あ
た

っ
て
、
多
く
の
方
々
の
ご
協
力
を
賜

っ
た
。
殊
に
、
川
中
島
古
文
書
同
好
会
の
五
人
の
方
々

(岡
沢
由
往

・
御
沢
隆
雄

・
島

田
和

・
岡
藤

せ
つ
よ

・
青
木
茂
子
)
に
は
多
大
な
ご
協
力

を
賜

っ
た
。
ま
た
、
目
録
の
作
成
方
法
に

つ
い
て
は
、
浅
科
村

・
五
郎
兵
衛
記
念
館

の
斉
藤
洋

一
氏
に
ご
教
示
を
賜

っ
た
。
末
筆
な
が

ら
深
謝
申
し
上
げ
た

い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

(執
筆

・　

学
芸
員
　
原
田
和
彦
)



今
井
村
の
割
番
役

・
庄
屋

一
覧

(小
林
家
文
書
か
ら
の
抽
出
)

年
　
　号

　
　
　
　
　
割
　
番
　役

　
　
　
　
　
　
庄
　
　
屋
(
名
　
主)
　
　
　
　

年
　
　
号
　
　
　
　
　
割
　
番
　役

　
　
　
　
　
　
庄
　
　
屋
(
名
　
主)元禄一三　　　　　　　　　　　　　五郎兵衛　　　　　　　　　宝暦一三　　　　　　　　　　　　　文左衛門　

↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
↑

元禄一六　　　　　　　　　　　　　　　七兵衛　　　　　　　　　　　　寛政七　　　　　　　　　　　　　　　　堀内新右衛門　
↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
↑

宝永四　　　　　　　　　　　　　　　七兵衛　　　　　　　　　　　　文化元　　　　　　　　　　　　　　　　堀内新右衛門　
↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　
↑
　　　　　　　　　　　　　
↑

正徳二　　　　　　　　　　　　　　　七兵衛・吉右衛門　　　　　　　文化五　　　堀内新右衛門　
↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　享保元　　　　　　　　　　　　　　　七兵衛　　　　　　　　　　　　文化七　　　　堀内新右衛門　

↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
↑

享保三　　　　　　　　　　　　　　　吉右衛門　　　　　　　　　　　文化九　　　　堀内新左衛門　
↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　
↑
　　　　　　　　　　　　文化一〇　　堀内新右衛門　　　　　　堀内新右衛門享保五　　　　　　　　　　　　　　　吉右衛門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北沢平左衛門(兼帯)享保六　　　　　　　　　　　　　　　善八　　　　　　　　　　　　文化一一　　　堀内新右衛門　　　　　　小林吉右衛門　

↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北沢平左衛門(兼帯)享保一四　　　(大庄屋・内村惣兵衛)　　利右衛門　　　　　　　　　　　　

↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
↑

享保一五　　　吉右衛門　　　　　　　　　吉右衛門　　　　　　　　　　　文政四　　　　小林吉右衛門　　　　　　　　
↑

　
↑
　　　　　　　　　　　　　　　
↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
↑
　　　　　　　　　　
↑

享保一八　　　吉右衛門　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文政九　　　　小林吉右衛門　　　　　　　　
↑

　
↑
　　　　　
↑
　　　　　　　　　　　
↑
　　　　　　　　　　　　　
↑
　　　　　
↑
(翁助)　　　　　　　　　寛保二　　　　　　　　　　　　　　吉右衛門　　　　　　　　　　文政一一　　　小林吉右衛門　　　　　　　(庄屋代・忠太)寛保三　　　吉右衛門　　　　　　　　庄右衛門　　　　　　　　　　　文政一二　　　　　　　　　　　　　　(庄屋代・忠太)　

↑
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天保元　　　　　　　　　　　　　　　島田忠太



年

号

　

割

番

役

　

　

庄

屋

(名

主
)

天
保
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

島
田
忠
太
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
↑

天
保
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
田
忠
太

　
↑

嘉
永
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
田
左
中

　
↑　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

嘉
永
六
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
田
左
中

安
政
元
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
田
左
中

↑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

安
政
三
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
島
田
左
中

　
↑

安
政
五
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
島
新
左
衛
門

　
↑

元
治
元
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
飯
島
新
左
衛
門

慶
応
元
　
　
　

清
水
多
仲
　
　
　
　
　
　
　
　

飯
島
新
左
衛
門

・
小
林
吉
右
衛
門

慶
応
二
　
　
　

清
水
多
仲
　
　
　
　
　
　
　
　

小
林
吉
右
衛
門

　
↑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑

明
治
四
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

↑

(註
)

　
割
番
役

・
庄
屋
の
項
に
記
さ
れ
た

↑
の
記
号
は
、
そ
の
期
間
そ
の
任
に
あ

っ
た
こ
と

を
示
す
。

　
明
治
四
年
以
降
は
略
し
た
。

　
堀
内
新
右
衛
門
が
庄
屋
の
任
に
あ

っ
た
と
き
に
残
さ
れ
た
資
料
は
、
堀
内
家
文
書
と

し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
(現
在

・
県
立
長
野
図
書
館
に
寄
託
中
)
こ
の
資
料
も
あ
わ
せ
て

検
討
い
た
だ
き
た
い
。

－
1
2
1
－


